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入 札 説 明 書 
 

福岡県が委託する「令和７年度福岡県地域医療構想推進に係るデータ分析事業委託

業務」に係る入札公告に基づく一般競争入札については、関係法令に定めるもののほ

か、この入札説明書によるものとする。 

入札に参加する者は、下記事項を熟知の上、入札しなければならない。この場合に

おいて、当該仕様等について疑義がある場合は、下記６に掲げる者に説明を求めるこ

とができる。ただし、入札後、仕様等についての不知又は不明を理由として異議を申

し立てることはできない。 

 

１ 公告日 

令和７年５月２３日（金） 

 

２ 競争入札に付する事項 

（１）委託業務の名称 

令和７年度福岡県地域医療構想推進に係るデータ分析事業委託業務 

（２）委託業務履行期間 

契約締結の日から令和８年３月３１日まで 

 

３ 業務の仕様等 

別添「令和７年度福岡県地域医療構想推進に係るデータ分析事業委託業務仕様書」

（以下「仕様書」という。）のとおり 

 

４ 入札参加資格（地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の５第

１項の規定に基づき定める入札参加資格をいう。以下同じ。） 

「福岡県が発注する物品の製造の請負及び買入れ、不用品の売払いその他の契約の

一般競争入札及び指名競争入札に参加する者に必要な資格」（令和６年４月１６日福

岡県告示第２４４号）に定める資格を得ている者（競争入札参加資格者名簿登載者） 

 

５ 入札参加条件 

令和７年６月２日（月）現在、次の条件を満たすこと。 

（１）４の資格を有する者のうち、希望業種を「１３－４サービス業種その他（調査

統計）」、や「１３－１１サービス業種その他（その他）」とし、等級 AA又は

Aに格付けされていること 

（２）原則として、福岡県内に本店、支店、営業所を有する事業者であること又は定

期的に県と協議できる体制であること（対面を原則、必要に応じてオンライン

も可） 

（３）地方自治法施行令第１６７条の４に該当しないこと 
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（４）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立てがな

されていない者又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手

続開始の申立てがなされていない者であること 

（５）「福岡県物品購入等に係る物品業者の指名停止等措置要綱」に基づく指名停止

（以下「指名停止」という。）期間中でない者であること 

（６）委託業務に係るノウハウを有し、かつ当該委託業務を円滑に遂行できること 

 

６ 当該契約に関する事務を担当する部局の名称 

福岡県保健医療介護部 医療指導課（医療計画係） 

〒８１２－８５７７ 福岡市博多区東公園７番７号 

電話番号 ０９２－６４３－３３２８（ダイヤルイン） 

メール  iryoshido@pref.fukuoka.lg.jp 

 

７ 入札参加申請方法 

（１）申請書類 

ア 入札参加申請書 

イ ５の入札参加条件確認書類 

・５（３）、(４)及び(５)に該当する旨を記載した誓約書 

（２）申請場所 

６の部局とする。 

（３）申請期限 

令和７年６月２日（月） 午後５時００分 

※ 期限後は受領しない（書類の追加提出等を含む。）。 

（４）申請方法 

持参又は郵送（書留郵便に限る。提出期限内必着）。ただし、県の休日には受領

しない。 

(5) その他 

ア 入札参加申請をしない者は、入札に参加できない。 

イ 申請書類の作成に係る費用は、提出者の負担とする。 

ウ 申請書類は、本県において無断で他の目的に使用しないものとする。 

エ 申請書類は返却しない。 

 

８ 入札参加確認通知 

入札参加の可否は、令和７年６月３日（火）までに通知を発出する。入札参加可と

確認された者に対しては、入札書及び委任状の様式についても併せて配布する。 

 

９ 入札に参加できないと決定した者に対する理由の説明 

（１）入札参加資格がないと決定された者は、入札参加資格がないと決定された理由

について説明を求めることができる。 
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（２）（１）の説明を求める場合には、令和７年６月１２日（木）午後５時００分ま

でに書面（任意様式）を提出して行わなければならない。ただし、県の休日は除く。 

（３）書面は窓口に直接提出するものとし、郵送又は電送によるものは受け付けない。 

（４）説明を求められたときは、令和７年６月２０日（金）までに説明を求めた者に

対し書面により回答する。 

（５）（２）の書面の提出先は、６の部局とする。 

 

１０ 仕様等に関する質問及び回答 

（１）質問書の受付 

仕様等に対する質問がある場合には、必ず書面（窓口に持参又は電子メール）

にて提出すること。 

ア 提出場所 

６の部局とする。 

イ 期間 

令和７年５月２６日（月）から同年６月４日（水）までの県の休日を除く

毎日、午前９時００分から午後５時００分までとする。 

(2) 質問書に対する回答 

質問書に対する回答は、福岡県庁ホームページに掲載のほか、次のとおり閲

覧に供する。 

ア 閲覧場所 

福岡県保健医療介護部医療指導課（医療計画係） 

〒８１２－８５７７ 福岡市博多区東公園７番７号 

電話番号 ０９２－６４３－３３２８（ダイヤルイン） 

イ 閲覧期間 

令和７年５月２６日（月）から同年６月２３日（月）までの県の休日を除

く毎日、午前９時００分から午後５時００分までとする。 

ウ 福岡県庁ホームページ掲載期間 

令和７年５月２６日（月）午前９時００分から同年６月２３日（月）午後

５時００分までとする。 

 

１１ 入札 

（１）日時 

令和７年６月２３日（月）午前１０時００分 

（２）場所 

福岡市博多区東公園７番７号  

福岡県庁 行政北棟２階 医療指導課執務室 

（３）入札方法 

ア 入札書（別紙様式）は、入札者又はその代理人が直接提出するものとし、郵

便、電話、電報、ファクシミリその他の方法による入札は認めない。 
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イ 代理人が入札に参加するときは、委任状（別紙様式）を提出し、入札書には、

会社名及び代表者名と代理人の氏名を併記すること。 

（４）入札書に記載する金額 

落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 10％に相当する

額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数を切り捨て

るものとする。）をもって落札価格とするので、入札参加者は、消費税に係る課税

業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約金額の 110分の 100に相

当する額を入札書に記載すること。 

（５）その他 

ア 入札者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消をすることができな

い。 

イ 入札者が相連合し、又は不穏な挙動をする等の場合で競争入札を公正に執行

することができない状態にあると認めたときは、当該入札を延期し、又は取り

やめることができる。 

ウ 第１回目の入札時には、入札書に記載される入札金額に対応した費用内訳書

（Ａ４縦、任意様式）を提出すること。 

 

１２ 開札 

（１）開札は、入札終了後直ちに１１（２）の場所において行う。 

（２）開札をした場合において、落札者がないときは、地方自治法施行令第１６７条

の８第４項の規定により再度の入札を行う。 

再度の入札は、直ちにその場で行う。 

なお、再度の入札を行う場合において、１４に規定する無効入札をした者は、

これに加わることができない。 

 

１３ 入札保証金及び契約保証金 

（１）入札保証金 

見積金額の 100 分の５以上の入札保証金又はこれに代わる担保を納付又は提

供すること。ただし、福岡県財務規則第１４６条の規定により減免できる。 

（ただし書きの例） 

ア 県を被保険者とする入札保証保険契約（見積金額の 100 分の５以上の保険

金額とし、入札日から令和７年７月２日までを保険期間とするもの）を締結

し、その証書を提出する場合 

イ 過去２年間に、県若しくは本県以外の地方公共団体又は国（独立行政法人

等を含む。）と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締

結し、これらをすべて誠実に履行したことを証明する書面を提出する場合。

なお、「誠実に履行したことを証明する書面」の提出期限は、令和７年６月

１７日（火）とする。 

（２）契約保証金 
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契約金額の 100分の 10以上の契約保証金又はこれに代わる担保を納付又は提

供すること。ただし、福岡県財務規則第１７０条の規定により減免できる。 

（ただし書きの例） 

ア 県を被保険者とする履行保証保険契約（見積金額の 100分の 10以上の保険

金額とし、契約締結の日から令和８年３月３１日までを保険期間とするもの）

を締結し、その証書を提出する場合 

イ 過去２年間に、県若しくは本県以外の地方公共団体又は国（独立行政法人

等を含む。）と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締

結し、これらをすべて誠実に履行したことを証明する書面を提出する場合 

 

１４ 入札の無効 

次の入札は無効とする。 

（１）金額の記載がない入札、または、入札金額を訂正した入札 

（２）法令又は入札に関する条件に違反している入札 

（３）同一入札者が二以上の入札をした場合、当該入札者の全ての入札 

（４）所定の場所及び日時に到達しない入札 

（５）入札者又はその代理人の記名がなく、入札者が判明できない入札 

（６）入札保証金が１３(１)に規定する金額に達しない入札 

（７）金額の重複記載、誤字又は脱字により、必要事項を確認できない入札 

（８）入札参加資格のない者、入札参加条件を満たさない者（開札時点において指名

停止期間中である者等入札参加条件に反した者を含む。）及び虚偽の申請を行った

者がした入札 

 

１５ 最低制限価格の有無 

 無 

 

１６ 落札者の決定方法 

（１）予定価格以下で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 

（２）落札となるべき同価の入札をした者が２人以上あるときは、直ちに当該入札者

にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。この場合において、当該入札者の

うちくじを引かない者があるときは、これに代えて当該入札事務に関係のない職員

にくじを引かせるものとする。 

 

１７ その他 

（１）契約書の作成を要する。当該契約の確定は、県が提出した契約書に双方がとも

に押印するとともに、落札者が暴力団排除条項を記載した誓約書に押印したときで

あることとする。 

なお、契約時の提出書類は次のとおりとする。 

ア 誓約書 
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イ 課税・免税事業者届 

ウ １３(２)ア又はイの理由により契約保証金納付等が免除される場合は、そ

れぞれ履行保証保険証券又は業務履行実績調書 

（２）入札参加者は、参加に当たって知り得た個人情報、事業者の情報その他県の

情報（公知の事実を除く。）を漏らしてはならない。 

（３）入札参加者は、人権に関する法令を遵守するとともに、自社で人権侵害が発

生しないよう予防措置を講じるなど、人権尊重に取り組むよう努めるものとす

る。 

（４）契約期間中に、事情により仕様変更が生じる可能性もあるため、留意するこ

と。その場合は、変更契約などにより対応する。 


